
   
 
 

第 ５ 回 
 

那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会 
 

会 議 資 料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 併 協 議 の ５ か 条 
 

１．他町の行政内容を批判しないようにしましょう。 
２．お互いの立場を充分尊重しましょう。 
３．コミュニケーションを大切にしましょう。 
４．先人に感謝し、５町の歴史文化に敬意を払いましょう。 
５．将来を見据え、勇気をもって合併問題に取り組み 
ましょう。 

 
 
 
 
 
 
   

日 時 ： 平成１６年７月２９日（木） 午後１時３０分から 
場 所 ： 打田町保健福祉センター ４階 ホール田園 

 



会  議  次  第 
 
 
１．開  会 
 
２．会 長 挨 拶 
 
３．会議録署名委員の指名 
 
４．議  事 
（１）報告事項 
  報告第１９号 新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について 

報告第２０号 新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会での協議状況について 
  報告第２１号 新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について 
   
（２）協議事項 
   協議第１５号の１ 補助金・交付金等の取扱いについて 
   協議第１７号の１ 慣行の取扱いについて 
   協議第１８号 国民健康保険事業の取扱いについて 
   協議第１９号 介護保険事業の取扱いについて 
   協議第２０号 消防団の取扱いについて 
   協議第２１号 行政区の取扱いについて 
 
５．次回協議会の開催について 
 
６．そ の 他 
 
７．閉  会 
 
 



報告第１９号  
 
 
 
 

新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
      平成１６年７月２９日報告  
 
 
 

新市の事務所の位置等検討小委員会 
委 員 長  山 下 忠 男   

   



第４回新市の事務所の位置等検討小委員会報告

第４回新市の事務所の位置等検討小委員会において、協議（決定）しました事項を那賀

５町合併協議会新市の事務所の位置等検討小委員会規程第６条の規定に基づき、下記のと

おり報告いたします。

記

１．会議開催の状況

日 時 ： 平成１６年７月２０日（火）午後１時３０分

場 所 ： 粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室

出席委員 ： １６名（全員出席）

２．おもな協議（決定・確認）事項

新市の名称の募集結果と 新市の名称の募集結果について、事務局から下記のとお

選定について り報告がありました。

募集期間：平成１６年６月１日から７月１５日まで

応募状況：応募総数 ２，４１６件

（内有効応募数 ２，３７９件）

応募のあった名称の数：６４３名称

また、第１次選定として、各委員が応募のあった名称か

ら５点以内を選定し、７月末までに事務局に提出すること

を確認しました。

、 、新市の事務所の位置の選 新市の事務所の具体的な機能の配置については 本庁に

定に関することについて 議会事務局・総務・企画・税務・住民・衛生・国保・出納

室・公営企業局・選挙管理委員会・監査委員会を置き、本

庁以外の旧町役場を支所とし、各支所に（農林・商工・農

）、（ ）、（ ）、業委員会 土木・都市計画 民生・介護・福祉事務所

（教育委員会）をそれぞれ分散することに決定しました。

また、本庁に機能をできるだけ集中し、事務の効率化を

目指す意見もありました。

町名・字名の取扱いに関 町名・字名の取扱いについては、各町でそれぞれ事前に

することについて 協議して、新市の名称決定後に確認、調整することとし、

継続審議となりました。

今後の協議について 新庁舎の建設の問題について、各委員が自由に意見交換

を行いました。

次回は、具体的に新庁舎建設の可否について協議するこ

とを確認しました。



報告第２０号  
 
 
 
 

新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告
する。 
 
 
 
      平成１６年７月２９日報告  
 
 
 

新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会 
委 員 長   榎 本 喜 之   

    



第４回新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会報告

第４回新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会において、協議（決定）しました事
項を那賀５町合併協議会新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会規程第６条の規定に
基づき、下記のとおり報告いたします。

記

１．会議開催の状況

日 時 ： 平成１６年７月１３日（火）午後１時３０分から
場 所 ： 粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室
出席委員 ： １０名出席

２．おもな協議（決定・確認）事項

新市の議会議員の定数及 議員定数及び選挙区を設けるか否かについて協議しまし
び任期の取扱いに関する たが、継続審議としていくことを確認しました。
ことについて



報告第２１号  
 
 
 
 

新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
      平成１６年７月２９日報告  
 
 
 

新市建設計画策定検討小委員会   
委 員 長  丸 井 幸 次    

    



第５回新市建設計画策定検討小委員会報告

第５回新市建設計画策定検討小委員会において、協議（決定）しました事項

を那賀５町合併協議会新市建設計画策定検討小委員会規程第６条の規定に基づ

き、下記のとおり報告いたします。

記

１．会議開催の状況

日 時：平成１６年７月１６日（金）午後１時３０分

場 所：打田町保健福祉センター ３階 大会議室

出席委員：１０名

２．おもな協議（決定・確認）事項

◇新市建設計画基本 新市のまちづくり施策・主要事業（第３章）につい

計画について ての取りまとめ方法、記述内容等についての協議を行

い、基本構想の「将来像を実現するための基本的な考

え方」を基礎として、まちづくり施策・主要事業を盛

り込んでいくことを確認しました。

また、今後の小委員会の協議方法は、今まで議論を

重ねてきました基本構想・将来像に沿った施策が記載

されているか、施策内容が住民意識調査で出された住

民要望と合致しているか、合併による住民不安を解消

すべき施策が欠けていないかなど、大きな視点で具体

的施策の協議を進めていくことを確認しました。



協議第１５号の１  
 
 
 
 

補助金・交付金等の取扱いについて  
                 
 
 
  補助金・交付金等の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出
する。  
 
 
 
 
      平成１６年６月２４日提出  
 
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  補助金・交付金等の取扱いについて 
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会   
事  務  局  調整課  

調整方針（案） 

補助金・交付金については、従来からの経緯、実

情等に配慮して合併時までに調整する。なお、調整

に時間を要するものは新市において検討する。 
① 同一あるいは同種の補助金については、統一

の方向で調整する。 
② 各町独自の補助金については、従来の実績を

考慮し均衡を保つように調整する。 
③ 他の補助金に整理統合ができる補助金につい

ては、統合する。 
 

平成１６年  月  日 確認  
 



協議第１７号の１  
 
 
 
 

慣行の取扱いについて  
                 
 
 
  慣行の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
 
      平成１６年６月２４日提出  
 
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  慣行の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会   
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）市章については、新市において新たに定めるもの

とする。 
（２）市民憲章・各種宣言については、新市において検

討する。 
（３）市の木・花等については、新市において検討する。 
（４）名誉市民に関すること及び表彰制度については、

新市において検討する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



協議第１８号  
 
 

国民健康保険事業の取扱いについて  
                 
 
  国民健康保険事業の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出
する。  
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  国民健康保険事業の取扱いについて 
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）国民健康保険税については、次のとおりとする。 
① 税率については、合併する日の属する年度は不均一賦課と
し、その翌年度から統一する。 
② 課税限度額、軽減制度については、現行のとおり新市に引
き継ぐ。 
③ 納期については、那賀町の例による。 
④ 集合徴収については、新市において実施しない。 
 

（２）国民健康保険事業については、次のとおりとする。 
① 出産育児一時金、葬祭費については現行のとおり新市に引
き継ぐ。出産育児一時金貸付制度については、新市において
検討する。 
② 国民健康保険運営協議会については、合併時に統合する。 
③ 診療所については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 

  ④ 人間ドック・脳ドックは新市おいて実施する。 
⑤ 高額療養費貸付制度、人間ドック以外の検診事業及び健康優

良家庭表彰については、合併時に廃止する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 国民健康保険の取扱い 関 係 項 目  国民健康保険税 調 整 課 

調整方針（案） 

国民健康保険税については、次のとおりとする。 
① 税率については、合併する日の属する年度は不均一賦課とし、その翌年度から統一する。 
② 課税限度額、軽減制度については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
③ 納期については、那賀町の例による。 
④ 集合徴収については、新市において実施しない。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況    （平成１６年４月１日現在  単位：円） 

町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

納税義務者 
 
・ 国民健康保険税は、国民健康保
険の被保険者である世帯主に対し
て課する。 
・ 国民健康保険の被保険者である
資格がない世帯主であって、当該
世帯内に国民健康保険の被保険者
である者がある場合においては、
当該世帯主を国民健康保険の被保
険者である世帯主とみなして国民
健康保険税を課する。 

納税義務者 
 
 

左記に同じ 

納税義務者 
 
 

左記に同じ 

納税義務者 
 
 

左記に同じ 

納税義務者 
 
 

左記に同じ 

 
現行のとおりとする。 

税率等 

 
賦課 
割合 

基礎課 
税分 

介護納付 
金課税分 

所得割 40% 6.90% 1.30% 

資産割 10% 35.0% 6.0% 

平等割 35% 26,400 5,400 

均等割 15% 26,400 6,000  

税率等 

 
賦課 
割合 

基礎課 
税分 

介護納付 
金課税分 

所得割 40% 6.50% 0.75% 

資産割 10% 34.0% 4.50% 

平等割 35% 28,000 5,500 

均等割 15% 28,000 5,500  

税率等 

 
賦課
割合

基礎課
税分 

介護納付
金課税分

所得割 40% 7.00% 1.30%

資産割 10% 35.0% 6.00%

平等割 35% 25,000 6,000

均等割 15% 25,000 6,000 

税率等 

 
賦課
割合

基礎課
税分 

介護納付
金課税分

所得割 40% 6.12% 1.20%

資産割 10% 32.0% 6.50%

平等割 35% 24,500 5,500

均等割 15% 24,800 6,000 

税率等 

 
賦課 
割合 

基礎課 
税分 

介護納付
金課税分

所得割 40% 6.90% 0.97%

資産割 10% 38.0% 4.00%

平等割 35% 27,000 4,000

均等割 15% 23,000 6,000 

 
合併する日の属する年度は
不均一賦課とし、その翌年
度から統一する。 

按分基礎 
・所得割 旧ただし書方式 
・資産割 固定資産税のうち土地 

及び家屋に係る税額 

按分基礎 
 

左記に同じ 

按分基礎 
 

左記に同じ 

按分基礎 
 

左記に同じ 

按分基礎 
 

左記に同じ 

 
現行のとおりとする。 

課税限度額 
・基礎課税分    530,000 円 
・介護納付金課税分  80,000 円 

課税限度額 
 

左記に同じ 

課税限度額 
 

左記に同じ 

課税限度額 
 

左記に同じ 

課税限度額 
 

左記に同じ 

現行のとおりとする。 
(地方税法で定められた額を
基準に調整する。) 

保険税の減額 
 ・７割、５割、２割の実施 

保険税の減額 
左記に同じ 

保険税の減額 
左記に同じ 

保険税の減額 
左記に同じ 

保険税の減額 
左記に同じ 

現行のとおりとする。 

町 
 
 
 
 
 

別 
 
 
 
 
 

内 
 
 
 
 
 

容 

国 
 
 

民 
 
 

健 
 
 

康 
 
 

保 
 
 

険 
 
 

税 

納 期 
第１期 ６月 １日～同月３０日 
 第２期 ７月 １日～同月３１日 
 第３期 ８月 １日～同月３１日 
 第４期 ９月 １日～同月３０日 
 第５期１０月 １日～同月３１日 
 第６期１１月 １日～同月３０日 
 第７期１２月 １日～同月２５日 
 第８期 １月 １日～同月３１日 
 第９期 ２月 １日～同月末日 
 第10期   ３月 １日～同月３１日 

納 期 
第１期  ６月１６日～同月３０日 
 第２期  ７月１６日～同月３１日 
 第３期  ８月１６日～同月３１日 
 第４期  ９月１６日～同月３０日 
 第５期 １０月１６日～同月３１日 
 第６期 １１月１６日～同月３０日 
 第７期 １２月１６日～同月２５日 
 第８期  １月１６日～同月３１日 
 第９期  ２月１６日～同月末日 
 第10期     ３月１６日～同月３１日 

納 期 
 第１期   ６月１５日～同月３０日 
 第２期   ７月  １日～同月３１日 
 第３期   ８月 １日～同月３１日 
 第４期   ９月 １日～同月３０日 
 第５期 １０月 １日～同月３１日 
 第６期 １１月 １日～同月３０日 
 第７期 １２月 １日～同月２５日 
 第８期  １月 １日～同月３１日 
 第９期  ２月 １日～同月末日 
 第10期   ３月 １日～同月３１日 

納 期 
 第１期  ６月１５日～同月３０日 
 第２期  ７月１６日～同月３１日 
 第３期  ８月１６日～同月３１日 
 第４期  ９月１６日～同月３０日 
 第５期 １０月１６日～同月３１日 
 第６期 １１月１６日～同月３０日 
 第７期 １２月１６日～同月２８日 
 第８期  １月１６日～同月３１日 
 第９期   ２月１６日～同月末日 
 第10期   ３月１６日～同月３１日 

納 期 
 第１期   ６月 １日～同月３０日 
 第２期   ７月 １日～同月３１日 
 第３期  ８月 １日～同月３１日 
 第４期  ９月 １日～同月３０日 
 第５期 １０月 １日～同月３１日 
 第６期 １１月 １日～同月３０日 
 第７期 １２月 １日～同月２５日 
 第８期  １月 １日～同月３１日 
 第９期  ２月 １日～同月末日 
 第10期   ３月 １日～同月３１日 

 
那賀町の例による。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



集合徴収 
実施なし 

集合徴収 
実施なし 

集合徴収 
実施なし 

集合徴収 
実施(町民税･固定資産税･国保税)

集合徴収 
実施なし 

 
新市においては実施しない。

  

減免対象事由 
 ・災害等により生活が著しく困難

となった者又はこれに準ずると
認められる者 

・その他町長が必要と認められる
者 

減免対象事由 
 ・当該年度において所得が皆無に
なったため生活が著しく困難に
なった者、又はこれに準ずると
認められるもの（粉河町税条例
の減免項目に準ずる） 

減免対象事由 
 ・災害等により生活が著しく困難

となった者 
 ・上記に準ずると認められる者 
 ・その他、町長が必要ありと認め

る者 

減免対象事由 
 ・災害等により生活が著しく困難

となった者又はこれに準ずると
認められる者 

・その他町長が必要があると認め
たとき 

減免対象事由 
 ・災害等により生活が著しく困難

となった者又はこれに準ずると
認められる者 

 ・その他町長が必要があると認め
たとき 

 
 
打田町の例に基づき、調整
する。 
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那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 国民健康保険の取扱い 関 係 項 目  国民健康保険事業 調 整 課 

調整方針（案） 

国民健康保険事業については、次のとおりとする。 
① 出産育児一時金、葬祭費については現行のとおり新市に引き継ぐ。出産育児一時金貸付制度については、新市において検討する。 
② 国民健康保険運営協議会については、合併時に統合する。 
③ 診療所については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 
④ 人間ドック・脳ドックは新市において実施する。 
⑤ 高額療養費貸付制度、人間ドック以外の検診事業及び健康優良家庭表彰については、合併時に廃止する。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況    （平成１６年４月１日現在  単位：円） 

 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

出
産
・ 

 

葬
祭
費
等 

 
・出産育児一時金  300,000 円 
・葬祭費       30,000 円 

・出産育児一時金貸付制度 
             未定 

 
・出産育児一時金  300,000 円 
・葬祭費       30,000 円 

・出産育児一時金貸付制度 
             未定 

 
・出産育児一時金  300,000 円
・葬祭費       30,000 円

・出産育児一時金貸付制度 
         導入予定なし

 
・出産育児一時金  300,000 円
・葬祭費       30,000 円

・出産育児一時金貸付制度 
             未定

 
・出産育児一時金  300,000 円
・葬祭費       30,000 円

・出産育児一時金貸付制度 
         導入予定なし

・出産育児一時金・葬祭費
については現行どおり新
市に引き継ぐ 
・出産育児一時金貸付制度
については、新市におい
て検討する。 

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会 

 
・運営協議会委員の人数 ９人  

被保険者代表 ３人 

医療機関代表  ３人 

公益代表  ３人 

内 

訳 被用者保険代表  ０人 
 
・任期 ２年 
・報酬 委員長 年額 8,000 円 
    委員  年額 6,000 円 
        旅費実費 
 
・会議開催状況 通常年２回 
 

 
・運営協議会委員の人数 ９人  

被保険者代表 ３人 

医療機関代表  ３人 

公益代表  ３人 

内 

訳 被用者保険代表  ０人 
 
・任期 ２年 
・報酬 委員長 日額 8,500 円 
    委員  日額 8,500 円 
    費用弁償として旅費を支給 
 
・会議開催状況 通常年２回 

 
・運営協議会委員の人数 ９人 

被保険者代表 ３人 

医療機関代表  ３人 

公益代表  ３人 

内 

訳 被用者保険代表  ０人 
 
・任期 ２年 
・報酬 委員長 年額 12,000 円 
    委員  年額 12,000 円 
        旅費実費 
 
・会議開催状況 通常年１回 

 
・運営協議会委員の人数 １２人 

被保険者代表 ４人 

医療機関代表  ４人 

公益代表  ４人 

内 

訳 被用者保険代表  ０人 
 
・任期 ２年 
・報酬 委員長 年額 11,000 円 
    委員  年額 11,000 円 
        旅費実費 
 
・会議開催状況 通常年２回 

 
・運営協議会委員の人数 １２人 

被保険者代表 ４人 

医療機関代表  ４人 

公益代表  ４人 

内 

訳 被用者保険代表  ０人 
 
・任期 ２年 
・報酬 委員長 年額 18,000 円 
    委員  年額 15,000 円 
        旅費なし 
 
・会議開催状況 通常年１回 

合併時に統合する。委員数
については２０人とする。 

被保険者代表 ５人

医療機関代表 ５人

公益代表 ５人
内 

訳 

被用者保険代表 ５人
 
・任期は２年とする。 
・委員報酬等については、
他の特別職と同様に調整
する。 
・会議開催回数は、運営協
議会において調整する。 

診
療
所 

 
該当なし 

 
・１診療所（鞆渕診療所） 
・診療日 月・火・水・金 
・時間  ９：００～１７：００ 
・職員  医師   嘱託１名 
     看護士  臨時１名 
     事務職員 正職・臨時 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
診療所については、現行ど
おり新市に引き継ぐものと
する。 

高
額
療
養
費 

貸
付
制
度 

 
制度なし 

 
制度なし 

 
制度なし 

 
制度なし 

 
・貸付対象者  国保被保険者 
・貸付限度額  高額療養費支給 
       見込額の８/１０ 

 
合併時に廃止する。 

町 
 
 
 
 
 

別 
 
 
 
 
 

内 
 
 
 
 

容 

人
間
ド
ッ
ク
・ 

脳
ド
ッ
ク 

 
該当なし  

 
該当なし 

 
・対象者 
人間ドック ３０歳以上の者 
脳ドック ―  

 
・対象者 
人間ドック
脳ドック 

満３０歳以上の国保
被保険者  

 
・対象者 
人間ドック ３０歳以上７０歳未

満の国保被保険者で
国保税完納者 

脳ドック ―  

 
人間ドック・脳ドックは新
市において実施する。 
 
対象年齢、検診内容等の詳
細については、合併時まで
に調整する。 
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人
間
ド
ッ
ク
以
外 

の
検
診
事
業 

・対象者 ３０～４０歳未満の国保 
被保険者（希望者のみ） 

 
・補助率 町が全額負担 
 

 該当なし  該当なし  該当なし  該当なし 
 
合併時に廃止する。 

 

健
康
優
良 

家
庭
表
彰 

 
・健康優良家庭 
１年間無受診被保険者で、かつ
税の滞納が無い者 

 
・特典等 
  記念品等の授与 
 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
合併時に廃止する。 
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那賀５町合併協議会資料 

 
【 先 進 地 事 例 】 
 

合併協議会名等 合併年月日（予定含む） 国民健康保険の取り扱い 

柴田町・村田町・大河原町
合併協議会 
（宮城県） 

平成１７年３月３１日ま
でを目標とする。 

（１）納税義務者については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
（２）税率については、新市において税率を定める。ただし、平成１６年度については、合併特例法１０条第１項を適用し、旧町の税率による。 
（３）課税限度額については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
（４）納期については、村田町の例により合併時に統合する。 
（５）保険税の軽減については、現行のとおり新市に引き継ぐ 
（６）保健事業の各種検診助成事業については、合併時に助成対象科目及び助成額について統一する。一日人間ドック一部助成制度については、 

大河原町の例により新市に引き継ぐ。 
（７）高額療養費貸付事業については、柴田町の例により新市に引き継ぐ。 

中主町・野洲町合併協議会 
（滋賀県） 

平成１６年１０月 １日 （１）保険税については、国民健康保険事業の健全で円滑な運営を確保できる額に統一する。ただし、合併する年度に限り、市町村の合併の特例に
関する法律第１０条第１項の規定を適用し、それぞれの旧町の税率を使用する不均一課税とする。 

（２）納期については、新市において調整する。 
（３）高額療養費貸付事業および出産育児一時金貸付事業については、中主町の例による。 
（４）保健事業の人間ドック、脳ドック検診については、中主町の例によるものとし、その他の保健事業については、合併時までに調整する。 

石部・甲西合併協議会 
（滋賀県） 

平成１６年１０月 １日 （１）国民健康保険税の賦課期日・納期は、現行どおりとする。 
（２）国民健康保険税の賦課方式は、現行どおり税の４方式とし、税率については、合併後速やかに再編する。 
（３）国民健康保険税の賦課割合については、新市において平準化を目指す。 
（４）国民健康保険税の減免制度については、現行どおり新市に引き継ぐ、ただし、町単独制度については、甲西町の例によるものとする。 
（５）保険給付事業については、現行どおり新市に引き継ぐ。ただし、葬祭費の額については、合併後に再編するものとする。 
（６）人間ドック検診の助成は、石部町の例によるものとする。 
（７）高額医療費の貸付制度については、石部町の例によるものとする。 
（８）出産育児一時金の貸付制度については、石部町の例によるものとする。 
（９）資格証明書及び短期被保険証の交付は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（10）国民健康保険直営診療所は、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 

海南市・下津町合併協議会 平成１７年３月３１日ま
での日とする。ただし、具
体的な期日については、今
後協議会において確認す
る。 

国民健康保険事業については、次のとおりとする。 
（１）国民健康保険税については、次のとおりとする。 

ア 国民健康保険税の税率については、国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を確保する事ができるように合併後３年以内に統一する。
ただし、統一できるまでの間は、旧市町の税率を基本に市町村の合併の特例に関する法律第１０条第１項の規定を適用する。 

イ 課税限度額については、地方税法に定められた額を基準に調整する。 
ウ 納期については、海南市のとおりとする。 
エ 前納報奨金制度については、海南市のとおりとする。 

（２）療養の給付費及び療養費並びに高額療養費については国の制度であるため、現行のとおりとなる。 
（３）出産育児一時金については、現行のとおりとする。 
（４）葬祭費については、海南市のとおりとする。 
（５）貸付制度については、現行のとおりとする。 
（６）国民健康保険運営協議会については、合併時に統合する。 

新宮市・熊野川町・北山村
合併協議会 
 

平成１７年 １月 （１）賦課方式については、新宮市の例により「保険税」とする。 
（２）保険税率は、合併特例法第１０条の規定を適用し、合併する年度以降５年間の経過措置を設け、段階的に調整するものとし、平成２２年度に

統一する。納期については、合併する年度の翌年度より本算定のみの１０期とする。 
（３）保険給付事業の出産育児一時金については、現行のとおりとし、葬祭費については、新宮市の例による。 
（４）保健事業については、新市において調整する。 
（５）国民健康保険運営協議会については、新市において調整する。 
（６）国民健康保険の基金については、新市における国保財政の健全化に資するため、合併時に３市町村の基金全額を持ち寄るものとする。 

野上町・美里町合併協議会 
 

平成１７年３月３１日ま
での日とする。ただし、具
体的な期日については、今
後協議会において確認す
ることとする。 

・国民健康保険税の税率については、平成１８年度から統一する。それまでの間はそれぞれの旧町の例による。 
・納期については、野上町の例により平成１８年度から統一する。 
・葬祭費支給額及び出産育児一時金については、現行のとおりとする。 
・出産費資金貸付制度については、野上町の例により新町においても実施する。 
・保健事業については、新町において調整する。 
・国民健康保険運営協議会については、合併時に統合する。 

 
 



協議第１９号  
 
 

介護保険事業の取扱いについて  
                 
 
  介護保険事業の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

記  
                                                                             
協 定 項 目  介護保険事業の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）介護保険料については、次のとおりとする。 
① 介護保険料は、平成１７年度までは現行のとおり新市に引

継ぎ不均一賦課とし、新市の介護事業計画に基づき平成１８

年度から統一する。 
② 普通徴収に係る納期は、桃山町及び貴志川町の例とする。 
③ 徴収猶予及び減免基準は現行のとおりとする。 

 
（２）介護事業計画・介護運営委員会及び介護認定審査会について

は、次のとおりとする。 
① 介護保険事業計画は、平成１７年度までは現行の計画を存

続し、平成１８年度に統一する。 
② 介護保険運営協議会は新市において設置する。 
③ 介護認定審査会については、審査会を構成する関係町で調

整する。 
 

（３）利用者負担の軽減等については、次のとおりとする。 
  ① 居宅介護サービス費等の額の特例は、新市において粉河町

の例を基に調整する。 
  ② 介護保険低所得者利用者負担対策事業については、新市に

おいて国の制度に基づいて調整する。 
  ③ 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置は、粉河町及

び桃山町の例とする。 

 
平成１６年  月  日 確認  



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 介護保険事業の取扱い 関 係 項 目  介護保険料 調 整 課 

調整方針（案） 

介護保険料については、次のとおりとする。 

① 介護保険料は、平成１７年度までは現行のとおり新市に引継ぎ不均一賦課とし、新市の介護事業計画に基づき平成１８年度から統一する。 

② 普通徴収に係る納期は、桃山町及び貴志川町の例とする。 

③ 徴収猶予及び減免基準は現行のとおりとする。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況  

 項 目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

備  考 

 

基準額  ４７，９００円 基準額  ４８，４００円 基準額  ３８，８８０円 基準額  ４７，２００円 基準額  ４２，０００円 第１号被

保 険 者

（６５歳

以上） 

 

所得別段

階別保険

料 

 
 

所得段階 対象者 保険料の算定方法 

第１段階 町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者 基準額×０．５ 

第２段階 町民税非課税世帯 基準額×０．７５ 

第３段階 町民税本人非課税 基準額×１．０ 

第４段階 町民税課税・所得金額２００万円未満 基準額×１．２５ 

第５段階 町民税課税・所得金額２００万円以上 基準額×１．５ 

 

普 通 徴

収 に 係

る納期 

 

第 1 期   6 月  1 日～同月 30 日  

第 2 期   8 月  1 日～同月 31 日  

第 3 期  10 月  1 日～同月 31 日  

第 4 期  12 月  1 日～同月 25 日  

第 5 期   2 月  1 日～同月末日 

 

 

 

第 1 期   6 月 16 日～同月 30 日

第 2 期   7 月 16 日～同月 31 日

第 3 期   8 月 16 日～同月 31 日

第 4 期   9 月 16 日～同月 30 日

第 5 期  10 月 16 日～同月 31 日

第 6 期  11 月 16 日～同月 30 日

第 7 期  12 月 16 日～同月 25 日

第 8 期   1 月 16 日～同月 31 日

第 9 期   2 月 16 日～同月末日 

第 10 期  3 月 16 日～同月 31 日

 

第 1 期   6 月  1 日～同月 30 日  

第 2 期   7 月  1 日～同月 31 日  

第 3 期   8 月  1 日～同月 31 日  

第 4 期   9 月  1 日～同月 30 日  

第 5 期  10 月  1 日～同月 31 日  

第 6 期  11 月  1 日～同月 30 日  

第 7 期  12 月  1 日～同月 25 日  

第 8 期   1 月  1 日～同月 31 日  

第 9 期   2 月  1 日～同月末日 

第 10 期  3 月  1 日～同月 31 日 

 

第 1 期   6 月 15 日～同月 30 日  

第 2 期   7 月  1 日～同月 31 日  

第 3 期   8 月  1 日～同月 31 日  

第 4 期   9 月  1 日～同月 30 日  

第 5 期  10 月  1 日～同月 31 日  

第 6 期  11 月  1 日～同月 30 日  

第 7 期  12 月  1 日～同月 25 日  

第 8 期   1 月  1 日～同月 31 日  

第 9 期   2 月  1 日～同月末日 

第 10 期  3 月  1 日～同月 31 日 

 

第 1 期   6 月 15 日～同月 30 日

第 2 期   7 月  1 日～同月 31 日  

第 3 期   8 月  1 日～同月 31 日  

第 4 期   9 月  1 日～同月 30 日  

第 5 期  10 月  1 日～同月 31 日  

第 6 期  11 月  1 日～同月 30 日  

第 7 期  12 月  1 日～同月 25 日  

第 8 期   1 月  1 日～同月 31 日  

第 9 期   2 月  1 日～同月末日 

第 10 期  3 月  1 日～同月 31 日 

 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

 

 

介

 

 

護

 

 

保

 

 

険

 

 

料

 徴 収 猶

予 及 び

減 免 基

準 

（１）第 1 号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損

害を受けたとき 

（２）第 1 号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著し

く減少したとき 

（３）第 1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき 

（４）第 1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき 

（５）その他特別の理由があるとき 
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那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 介護保険事業の取扱い 関 係 項 目  介護保険事業計画・介護運営委員会及び認定審査会 調 整 課 

調整方針（案） 

介護事業計画・介護運営委員会及び介護認定審査会については、次のとおりとする。 

① 介護保険事業計画は、平成１７年度までは現行の計画を存続し、平成１８年度に統一する。 

② 介護保険運営委員会は新市において設置する。 

③ 介護認定審査会については審査会を構成する関係町で調整する。 

那  賀  ５  町  の  状  況  

 項 目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

備  考 

 

介護保険事業

計画 

名称 

打田町介護保険事業計画 

計画期間 

５年（３年ごとに見直し） 

策定委員名称 

 打 田 町介護保険事業計画

作成委員会 

委員数 

 １６名  

名称 

粉河町介護保険事業計画 

計画期間 

 ５年（３年ごとに見直し）

策定委員名称 

 粉 河町介護保険事業計画

作成委員会 

委員数 

 １２名  

名称 

那賀町介護保険事業計画 

計画期間 

５年（３年ごとに見直し）

策定委員名称 

 那 賀 町介護保険事業計画

作成委員会 

委員数 

１５名  

名称 

桃山町介護保険事業計画 

計画期間 

５年（３年ごとに見直し） 

策定委員名称 

 桃 山 町介護保険事業計画

作成委員会 

委員数 

 １４名  

名称 

貴志川町介護保険事業計画 

計画期間 

５年（３年ごとに見直し） 

策定委員名称 

 貴 志 川町介護保険事業計

画作成委員会 

委員数 

 １２名  

 

介護保険運

営委員会 

 

未設置 

 

名称 

粉河町介護保険運営協議会

 

委員数 

 ９名以内 

未設置 

 

未設置 

 

名称 

貴 志 川 町介護保険運営委

員会 

委員数 

 １２名 

 
町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

介護認定審査

会 

 

那賀郡広域事務組合 

（介護認定審査会）                            歯
科
医
師 

構成団体 打田町、粉河町、那賀町、 

桃山町、貴志川町、岩出町 

委員定数 ５０名 

委員報酬  

会長  ５０，０００円／年 

副会長 ３０，０００円／年 

班長  ２５，０００円／回 

委員  ２０，０００円／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               （平成１６年４月１日現在） 

 

  職  種 

 

 

町  名 

医
師 

薬
剤
師 

保
健
師 

看
護
師 

准
看
護
師 

理
学
療
養
士 

社
会
福
祉
士 

介
護
福
祉
士 

そ
の
他 

合
計 

打田町 ３ １ １  ２ ７

粉河町 ２ １ １  ２ １ ７

那賀町 １ ２ １ １    ５

桃山町 ２ １   ２ ５

貴志川町 ３ １ １ １   １ ７

岩出町 ９ ４ １ １ １ １ ２ １９

合計 ２０ １０ ２ １ ２ １ １ ２ ３ ８ ５０
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那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 介護保険事業の取扱い 関 係 項 目  利用者負担の軽減等 調 整 課 

調整方針（案） 

 

利用者負担の軽減等については、次のとおりとする。 

① 居宅介護サービス費等の額の特例は、新市において粉河町の例を基に調整する。 

② 介護保険低所得者利用者負担対策事業については、新市において国の制度に基づいて調整する。 

③ 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置は粉河町及び桃山町の例とする。    

 

那  賀  ５  町  の  状  況  

 項 目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

備  考 

 

居宅介護サ

ービス費等

の額の特例 

（介護保険

法第五十条

関係） 

特に定めていない 全部滅失の場合申請日翌月か

ら１２ヶ月間 

軽減額  １００／１００ 

 

半ば以上滅失の場合申請日の

翌月から１２ヶ月間 

軽減額   ９５／１００ 

 

粉河町介護保険条例施行規則

第２５条第２号第３号第４号

関係の適用を受けた場合は、

申請日の翌月から６ヶ月 

軽減額   ９３／１００ 

特に定めていない 特に定めていない 特に定めていない  

低所得者対策

（訪問介護利

用料の軽減） 

特に定めていない 軽減額 

 利用料の４％ 

軽減額 

 利用料の４％ 

軽減額 

 利用料の４％ 

軽減額 

 利用料の４％ 

 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 
社会福祉法

人等による

利用者負担

の減免措置 

生 計 困 難 者 に 対 す る 減 免 

利用者負担１／２ 

 

生 計 困 難 者 に 対 す る 減 免

利用者負担１／２ 

特別地域訪問介護に係る減免

利用者負担１／１０

生 計 困 難 者 に 対 す る 減 免

利用者負担１／２

 

生 計 困 難 者 に 対 す る 減 免 

利用者負担１／２ 

特別地域訪問介護に係る減免 

利用者負担１／１０ 

生 計 困 難 者 に 対 す る 助 成

利用者負担１／２
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那賀５町合併協議会資料 

【先進事例】 

都道府県 合併協議会名 構成市町村数 調   整   内   容 合併の期日 
（予定含む） 

兵庫県 山崎町・一宮町・波賀町・千種町合併協議会 ４町 

1. 介護保険事業計画については、現行のまま新市へ引継ぎ、新市発足後、第 3期事業計画により統一する。  
2. 介護認定審査会については、新市発足までに再編する。  
3. 介護保険料については、第 2期事業計画の間は現行のまま新市へ引継ぎ、不均一の賦課とする。なお、新市発足後、第

3期事業計画により統一する。  
4. 介護保険料の納期（普通徴収）については、合併時に統一する。 

未  定 

兵庫県 
柏原町･氷上町･青垣町･春日町･山南町･市島

町合併協議会 
 

６町 
1. 統一時期は平成 17年 4月 1日。合併年度は従前による。 
2. 第 1号被保険者の保険料の普通徴収の納期については、年６期とする。 
3. 介護保険給付費準備基金の取扱いについては、合併時にその全額を持ちよる。 

平成 1６年１１月 1日 

奈良県 平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・

王寺町・河合町合併協議会 ７町 

1. 第１号被保険者保険料については、合併する年度は現行のとおりとし、合併の翌年度から３年以内に統一する。 
2. 普通徴収に係る納期については、合併する年度は現行のとおりとし、翌年度以降は、７月から翌年２月までの８期に統
一する。 

3. 介護保険低所得者利用者負担対策事業については、新市において調整する。 
4. 介護認定審査事務については、現行のとおりとする。 

未  定 

和歌山県 田辺広域合併協議会 
（田辺市, 龍神村,中辺路町,大塔村, 本宮町） ５市２町２村 

1. 介護保険事業については、新市が保険者となり運営する。 
2. 介護保険事業計画については、第２期事業計画は現行どおり新市に引き継ぎ、第３期事業計画から統一する。 
3. 第１号被保険者の保険料については、第３期事業運営期間の終期である平成２０年度まで不均一賦課とし、保険料の急
激な変化を調整する。 

4. 介護保険サービス利用者の負担軽減については、制度を一元化し、新市において実施する。 

平成 17年５月１日 

和歌山県 吉備、金屋、清水町合併協議会 ３町 

1. 要介護認定・要支援認定調査については、職員が行うケースと委託との併用とする。 
2. 介護審査委員会については、３町以外の構成市町村と協議の上、合併までに調整する。 
3. 第１号被保険者の保険料については、各町の介護保険事業計画に基づき平成１７年度末まで不均一とし、平成１８年
度より統一する。 

平成 17年 2月 1日 

 

【関係法令】（抜粋） 

介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号） 
（居宅介護サービス費等の額の特例） 
 第５０条 
 市町村が、災害その他の厚生省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス（これに相当するサービスを含む。）若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると

認めた要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の 90」とあるのは「100分の 90を超え 100分の 100 以下の範囲内において市町村が
定めた割合」とする。  
（基本方針） 
 第１１６条  
 厚生大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。  
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  
１ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項  
２ 次条第１項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第２項第１号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第 118 条第１項に
規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項  

  ３ その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項  
厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、自治大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。  
厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  



那賀５町合併協議会資料 

（市町村介護保険事業） 
 第１０７条 
市町村は、基本指針に即して、３年ごとに、５年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。  

 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
  １ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み  
  ２ 前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策  
  ３ 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項  
  ４ その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項  
 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。  
 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第 20条の８に規定する市町村老人福祉計画、老人保健法第 46条の 18に規定する市町村老人保健計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事
項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  
 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。【衆議院修正】  
 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聞かなければならない。  
 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。  
 （保険料） 
 第１２９条  
市町村は、介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。）に充てるため、保険料を徴収しなければならない。  
 前項の保険料は、第１号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。  
 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第 147 条第１項第２号の規定
による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第１号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね３年を通じ財政の均衡を保つことが

できるものでなければならない。  
 市町村は、第１項の規定にかかわらず、第２号被保険者からは保険料を徴収しない。  
（普通徴収に係る保険料の納期）  
第１３３条  
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める 
 

粉河町介護保険条例施行規則  
(居宅介護・居宅支援サービス費等の額の特例) 
第２５条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認めるものに対しては、申請に基づき、法第 50条及び法第 60条の規定により、当該各号に定める割合を適用する。 

(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。 
ア 全部滅失した場合 申請日の属する月の翌月から 12月間 100分の 100 
イ 半ば以上滅失した場合 申請日の属する月の翌月から 12月間 100分の 95 

(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したときで、当該年のその世帯の世帯主
及びその世帯に属する者の地方税法(昭和 25年法律第 226号)第 292条第 1項第 13号に規定する合計所得金額(同法附則第 33条の 3第 1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第 34条第 1項に規定する課税長
期譲渡所得金額(同法第 314条の 2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第 35条第 1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第 314条の 2の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、
又は同法附則第 35条の 2第 1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合計額(以下「世帯の合計所得金額」という。)の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の 2分の 1以下に減少すると認められ、かつ、前年
の世帯の合計所得額が 2,500,000円以下の場合 申請日の属する月の翌月から 6月間 100分の 93。 

(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したときで、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合
計所得金額の 2分の 1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が 2,500,000円以下の場合 申請日の属する月の翌月から 6月間 100分の 93。 

(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したときで、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が、
前年の世帯の合計所得金額の 2分の 1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が 2,500,000円以下の場合 申請日の属する月の翌月から 6月間 100分の 93。 

2 前項の場合において、一人の納入義務者について 2以上の事項に該当することになるときは、割合の大なるものについて適用があるものとする。 
3 第 1項の場合において、当該申請日の属する年度において、申請日の属する月の翌月以降受けた居宅介護サービス費用の額から他の利用者負担の減額を受けたときは、その額を控除して得た額に当該各号の割合を適用するもの
とする。 

 



協議第２０号  
 
 
 

消防団の取扱いについて  
                 
 
 
  消防団の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  消防団の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）消防団については、現行のとおり新市に引き継ぎ、複数の消

防団の一体的な運用を図るため連合消防団を組織する。 
（２）消防団員は、すべて新市の消防団員として引き継ぐ。但し、

打田町と貴志川町の役場機動隊は廃止するものとする。 
（３）消防団の行事及び施策については、新市において調整する。 
（４）消防団員の報酬及び費用弁償等については、合併時までに調

整する。 
（５）消防団の施設、装備及び資機材については、現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。 
（６）消防団退職報償金については、現行のとおりとする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
 
協 定 項 目 消防団の取扱い 関 係 項 目 消防団の取扱い 調整課 

調整方針（案） 

（１）消防団については、現行のとおり新市に引き継ぎ、複数の消防団の一体的な運用を図るため連合消防団を組織する。 
（２）消防団員は、すべて新市の消防団員として引き継ぐ。但し､打田町と貴志川町の役場機動隊は廃止するものとする。 
（３）消防団の行事及び施策については、新市において調整する。 
（４）消防団員の報酬及び費用弁償等については、合併時までに調整する。 
（５）消防団の施設、装備及び資機材については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（６）消防団退職報償金については、現行のとおりとする。 

 
各 町 の 状 況 

区 分 
打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

調整の具体的内容 

消防団の名称 打田町消防団 粉河町消防団 那賀町消防団 桃山町消防団 貴志川町消防団 
消防団の区域 打田町内の全域 粉河町内の全域 那賀町内の全域 桃山町内の全域 貴志川町内の全域 
定数（定員） ２９１人 ４００人 ２５０人 ２０４人 ２６４人 
任命（任用） 消防団の長は、消防団の推薦に基

づき町長が任命し、団長以外の団

員は、団長が町長の承認を得てこ

れを任命する。 

消防団長及び副団長は町長が、そ

の他の団員は、団長が町長の承認

を得てこれを委嘱又は任命する。 

消防団長は、消防団の推薦に基づ

き町長が、その他の団員は、団長

が町長の承認を得て任用する。 

消防団長は、消防団の推薦に基づ

き町長が、その他の団員は、団長

が町長の承認を得て任命する。 

消防団の長は、消防団の推薦に基

づき町長が任命し、団長以外の団

員は、団長が町長の承認を得て任

命する。 
年齢 満１８歳以上（町内居住） 満２０歳以上６０歳未満（町内居

住）ただし、団長、副団長その他

の役員にして特に必要があると

きはこの限りでない。 

１８歳以上 満１８歳以上４５歳未満（町内居

住）ただし、団長、副団長等の年

齢はこの限りではない。 

満１８歳以上（町内居住） 

役員の任期 ２年（再任可） ２年（再任可） ２年（再任可） ２年（再任可） ２年（再任可） 

消防団については、現行のとお

り新市に引き継ぎ、複数の消防

団の一体的な運用を図るため

連合消防団を組織する。 

団長 １人 １人 １人 １人 １人 
副団長 ２人 １人 ２人 １人 ４人 
分団長 ――  ５人 ５人 ３人 ５人 
副分団長 ――  ５人 ５人 ――  ８人 
部長 ２４人 ３６人 ２６人 １８人 ――  
班長 ２４人 ３６人 ２６人 １８人 ２４人 
副班長 ――  ――  ――  ――  ２４人 
団員 ２４０人 ３１６人 １８５人 １６３人 １９８人 

組織 
 

計 ２９１人 ４００人 ２５０人 ２０４人 ２６４人 

組織 
人員 
構成 

役場機動隊員 １２人（上記団員数に含まず） ――  ――  ――  １１人（上記団員数に含む） 

消防団員は、すべて新市の消防

団員として引き継ぐ。但し､打

田町と貴志川町の役場機動隊

は廃止するものとする。 

出初め式 １月初旬 １月３日 １月初旬 １月初旬 １月初旬 
入退団式 ――  隔年５月 ――  ――  隔年 

新入団員訓練 新入団員訓練 新入団員訓練 全団員教育訓練（年１回） 春の訓練 
放水訓練 放水訓練 各分団訓練 地域防災訓練（年２～３回） 夏の訓練 
  消防団総合訓練  秋の訓練 
    無線訓練 

訓練 

    現場想定訓練 
年末警戒 １２月下旬 １２月下旬 １２月下旬 １２月下旬 １２月下旬 

夏祭り臨時警戒  葛城高原祭り警戒  消防フェスティバル（隔年） 

行事 
施策 

その他 
    夏祭り警戒 

消防団の行事及び施策につい

ては、新市において調整する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
各 町 の 状 況 

区 分 
打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

調整の具体的内容 

団 長     90,000円 90,000円 83,000円 86,000円 96,000円 

副団長     70,000円 70,000円 62,000円 64,000円 65,000円 

本部長 －  －  50,000円 －  －  

旗 手 －  －  28,000円 －  －  

本部員 －  －  28,000円 －  －  

分団長 －     63,000円 52,000円 54,000円 60,000円 

副分団長 －    50,000円 40,000円 － 42,000円 

部 長     35,000円 28,000円 27,000円 46,000円 38,000円 

班 長     25,000円 22,000円 21,000円 21,000円 26,000円 

年報酬 

団 員     20,000円 18,000円 20,000円 20,000円 23,000円 

災害出動    1,000円／回 1,100円／回 1,000円／回 1,000円／回 

警戒    1,000円／回 1,100円／回 1,000円／回 1,000円／回 費用弁償 

訓練    1,000円／回 1,100円／回 1,000円／回 1,000円／回 

4,000円／年 

出初め式    1,000円／回 年末警戒   15,000円／部 年末警戒  120,000円 出初め式  245,000円 出初め式  264,000円 
年末警戒      1,000円／回 防火予防査察  3,000円／部    年末警戒  380,000円 
     自動車整備  30,000円／部 機動隊育成 300,000円 
     分団会議  50,000円／分団 分団育成 1,200,000円 

運営費補助金交付金等 

     部会議   15,000円／部 

消防団員の報酬及び費用弁償

等については、合併時までに調

整する。 

車庫・器具庫     24か所 36か所 23か所 18か所 23か所 

小型動力ポンプ     24台 36台 21台 18台 23台 

ポンプ積載車     24台 36台 21台 18台 23台 

消防ポンプ自動車 ― ― ― ― 1台 

消火栓     488基 612基 394基 377基 392基 

防火水槽     102基 127基 76基 53基 151基 

施設 
装備 

 
 

無線装置 

基地局    466.6875MHz 
移動局（車載型）2台 
〃 （可搬型）2台 

移動局 72台 422.2～3 MHz 
 

基地局    466.2155 MHz 
陸上移動局 26基 

親局     407.2000 MHz 
中継局    407.2000 MHz 
基地局    466.6750 MHz 
移動局（車載型）19台 
 

基地局    466.2625 MHz 
移動局 42台 

消防団の施設、装備及び資機材

については、現行のとおり新市

に引き継ぐものとする。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
各 町 の 状 況 

区 分 
打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

調整の具体的内容 

条例 

打田町非常勤消防団員に係る退

職報償金の支給に関する条例 
 
（目的） 
 消防組織法第15条の8の規定
の基づき、消防団員で非常勤の者

が退職した場合において、その者

に退職報償金を支給することを

目的とする。 
 
（支給額） 
退職報酬金は、非常勤消防団員と

して 5 年以上勤務して退職した
者に、その者の勤務年数及び階級

に応じて支給する。 
 

粉河町非常勤消防団員に係る退

職報償金の支給に関する条例 
 
（目的） 
  同左 
 
 
 
 
 
（支給額） 
  同左 

那賀町非常勤消防団員に係る退

職報償金の支給に関する条例 
 
（目的） 
  同左 
 
 
 
 
 
（支給額） 
  同左 
 

桃山町非常勤消防団員に係る退

職報償金の支給に関する条例 
 
（目的） 
  同左 
 
 
 
 
 
（支給額） 
  同左 
 

貴志川町非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例 
 
（目的） 
  同左 
 
 
 
 
 
（支給額） 
  同左 
 

消防団退職報償金については、

現行のとおりとする。 

退職報償金 

支給額 

 
 
              ５町において同様 

      （単位：円） 

勤 続 年 数 
階級  ５年以上 

10年未満 
10年以上 
15年未満 

15年以上 
20年未満 

20年以上 
25年未満 

25年以上 
30年未満 30年以上 

団長 189,000      294,000 409,000 544,000 729,000 929,000

副団長 179,000      279,000 379,000 484,000 659,000 859,000

分団長 169,000      264,000 359,000 459,000 609,000 799,000

副分団長 164,000      249,000 334,000 424,000 574,000 759,000

部長及び班長 154,000     229,000 304,000 384,000 514,000 684,000

団員 144,000      214,000 284,000 359,000 469,000 639,000
平成 16年 4月 1日以後退職者に適用 

 
 
 

 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



那賀５町合併協議会資料 
 

消防団の取扱いに関する関係法令等 
 
◎ 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号） －抜粋－ 
 
第１条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災

又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とする。 
第２条～第５条 略 
第６条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たす責任を有する。 
第７条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。 
第８条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。 
第９条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 
  １ 消防本部 
  ２ 消防署 
  ３ 消防団

第１０条～第１４条の５ 略 
第１５条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。

２ 消防団の組織は、市町村の規則で定める。

３ 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防

長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。 
第１５条の２ 消防団に消防団員を置く。 
２ 消防団員の定員は、条例で定める。

第１５条の３ 消防団の長は、消防団長とする。 
２ 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。 
第１５条の４ 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 
第１５条の５ 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長

の承認を得て消防団長が任命する。 
第１５条の６ 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に

定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員

については条例で定める。

２ 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で

定める。

第１５条の７ 消防団員で非常勤のものが公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因

る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、市町村は、政令で定める

基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害

を補償しなければならない。 
２ 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族の福祉に関して必要な

事業を行うように努めなければならない。 
第１５条の８ 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、

その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給しなければならない。 
第１６条～ 略 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎ 消防庁消防課長通知（平成１５年１０月３０日） 
 
   市町村合併に伴う消防団の取扱いについて（通知） 
 
 １ 市町村合併に伴い、旧市町村の消防団を統合し、新たに条例で、新市町村の消防団を設け、団員定数を定め

る場合には、消防団が地域の防災体制の確立に果たす役割が大きく、今後、大規模災害の発生等が懸念される

中、その役割を充実強化することが必要であることにかんがみ、地域の消防・防災力を向上させるための団員

数を確保する方向で、十分な検討・考慮を行うこと。 
また、旧市町村間で調整の上、消防団員の処遇を定める際には、現場で活動する団員の旺盛な士気が確保さ

れるよう、十分な検討・考慮を行うこと。 
 

 ２ 市町村合併が行われた際における消防団の組織統合の要否については、地域に密着した消防団活動の特性の

保持と、市町村の区域における消防防災活動の一体性の保持の両者に対する配慮が必要であること。 
このため、市町村合併の際に従来の消防団を統合しないことが適切な場合もあること。この場合、市町村区域

内に複数消防団が存在することになるが、一体的な運用を図るため、連絡調整の役割を担う連合消防団長等を

適宜指名することが望まれること。

 
 ３ 市町村合併の際に地域の消防・防災力の維持・向上を図るために、市町村合併の機会を捉え、「地方公共団

体職員による消防団への入団促進について」（平成１４年１１月２５日付消防消第２２４号消防課長通知）に

よりすでに通知したところであるが、地方公共団体職員及び国家公務員（特に日本郵政公社職員）の入団を促

進するとともに、農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合等の公共的団体における職員の入団を推奨するこ

と。 



那賀５町合併協議会資料 

先進事例における消防団の取扱いの調整内容 
【県外】 
都道府県 関係市町村（新市町村名・予定含む） 構成市町村数 調   整   内   容 合併の期日（予定含む） 

香川県 引田町・白鳥町・大内町 
（東かがわ市） ３町 

（１） 名称、区域については合併時に統合する。 
（２） 任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについては、調整し新町に引き継ぐ。現に引田町、白鳥

町及び大内町の消防団員であるものについては、新町に引き継ぐものとする。 
（３） 組織、階級、定員、訓練、礼式及び服制については、調整し新町に引き継ぐ。出動指令体制は、合併時に統合

する。 
（４） 消防相互応援協定については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。 
（５） 消防施設整備については、新町において調整する。 
（６） 施設消防組等の取扱いについては現行どおり、新町に引き継ぐ。 

平成 15 年 4月 1日 

（新設合併） 

岐阜県 八幡町・大和町・白鳥町・高鷲村・美並村・明宝

村・和良村（郡上市） ３町４村 

（１） 消防団については、合併時に統合する。 
（２） 八幡町、大和町、白鳥町、高鷲村、美杉村、明宝村及び和良村の消防団の団員である者については、新市に引

き継ぐものとする。 
（３） 組織、階級、定員、訓練、礼式及び制服については、調整し新市に引き継ぐものとする。 
（４） 任用、給与、服務その他身分の取扱いについては、調整し新市に引き継ぐものとする。 
（５） 婦人防火クラブ、自主防災組織等の取扱いについては、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 

平成 16 年 3月 1日 

（新設合併） 

長野県 

中津川市・坂下町・川上村・加子母村・付知町・

福岡町・蛭川村 
（中津川市・恵那郡北部町村合併協議会） 
 

１市３町３村 

① 消防団は合併時に統合する。 
ただし、組織は当面中津川市連合消防団とし、４年以内に組織の見直しを図る。統合にあたっては、地域の消防防災

活動の一体性の保持と、消防団活動の低下とならないよう十分配慮するものとする。 

② 団員の報酬・手当及び消防団の運営に対する交付金等は、合併年度は現行のとおりとし、合併翌年度からは中津川市の
例による。ただし、地域の事情等を考慮し、それぞれの消防団組織が適正に運営されるための各種支援に努めるものと

する。 

③ 退職報償金の支給額は、合併年度は現行のとおりとし、合併翌年度からは、現行中津川市の支給額表の勤務年数１０年
以上３０年未満までの５年刻みを改め１年刻みとする。 

平成 17 年 2月 13 日 

（編入合併） 

島根県 
松江市・鹿島町・島根町・美保関町・八雲村・玉

湯町・宍道町・八束町 
（松江・八束合併協議会） 

１市６町１村 

１．消防団組織については、現行のとおり新市に引き継ぎ、統合に向けて調整するものとし、新市における複数の

消防団の密接な連携による一体的な運用を図るため、合併時に連合消防団を置く。  
２．消防団員は、すべて新市の消防団員として引き継ぐ。  
３．消防団員の定員、報酬及び出動手当等については、新市において速やかに調整する。  
４．消防団の装備及び資機材については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。 

平成 17 年 3月 31 日 

（新設合併） 

 
【県内】 

和歌山県 海南市・下津町合併協議会 １市１町 

（１） 消防団については、合併時に統合する。 
（２） 海南市及び下津町の消防団の団員である者は、新市に引き継ぐものとする。 
（３） 分団の名称及び管轄区域については、現行のとおりとする。 
（４） 報償については、出動報償、訓練報償、技術報償、臨時技術報償及び臨時報償とし、支給額は、現行の海南市

の支給額を基に新市において調整する。 
（５） 退職報償金については、消防団員の処遇改善及び消防団員の確保を図るため、１年以上勤務して退職した者に

支給することとし、その者の勤続年数及び階級に応じて支給する。 
（６） 定数、訓練行事、出動指令体制、助成金については、合併時に現行を基に再編する。 

平成 17 年 3月 31 日ま

での日 

（新設合併） 

和歌山県 南部町・南部川村合併協議会 １町１村 

消防団については合併時に統合する。 
① 南部町、南部川村の消防団の団員である者については、新町に引き継ぐものとする。 
② 組織、階級、定員、訓練、出動体制、被服等の貸与、福利厚生については、合併までに調整し新町に引き継ぐ

ものとする。 
③ 任用、報酬及び出動手当については、合併までに調整し新町で定めるものとする。 

平成 16 年 10 月 1 日 

（新設合併） 

 



協議第２１号  
 
 
 

行政区の取扱いについて  
                 
 
  行政区の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  行政区の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会   
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）行政区（自治組織）については、原則として現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。 
（２）行政区（自治組織）の名称で同一のもの、あるいは区域の再

編が望ましいものについては、地域の実情や地域住民の意向を

尊重しながら関係町において合併時までに調整に努めるものと

する。 
（３）認可地縁団体については、現行のとおり新市に引き継ぐもの

とする。 
（４）新市における区長等の名称、依頼する業務の内容及び委託料

等については合併時までに調整し、組織及び役員等については

新市において随時調整するものとする。 
 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
 
協 定 項 目 行政区の取扱い 関 係 項 目 行政区の取扱い 調整課 

調整方針（案） 

（１） 行政区（自治組織）については、原則として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（２） 行政区（自治組織）の名称で同一のもの、あるいは区域の再編が望ましいものについては、地域の実情や地域住民の意向を尊重しながら関係町において合併時までに調整に努めるものとする。 
（３） 認可地縁団体については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（４） 新市における区長等の名称、依頼する業務の内容及び委託料等については合併時までに調整し、組織及び役員等については新市において随時調整するものとする。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

行  政  区  の  状  況  （平成 16年 3月末現在） 

打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 
調整の具体的内容 

行政区名 読み仮名 世帯数 行政区名 読み仮名 世帯数 行政区名 読み仮名 世帯数 行政区名 読み仮名 世帯数 行政区名 読み仮名 世帯数 
上野 ｳｴﾉ 157 葵町 ｱｵｲﾏﾁ 25 名手上 ﾅﾃｶﾐ 92 市場 ｲﾁﾊﾞ 288 前田 ﾏｴﾀﾞ 423 

打田 ｳﾁﾀ 390 石北 ｲｼｷﾀ 84 平野 ﾋﾗﾉ 77 元 ﾓﾄ 312 尼寺 ｱﾏﾃﾗ 290 

上芝 ｳｴｼﾊﾞ 68 石南 ｲｼﾅﾝ 289 名手下・林ヶ峰 ﾅﾃｼﾓ・ﾊｲｶﾞﾐﾈ 82 段 ﾀﾞﾝ 134 上野山 ｳｴﾉﾔﾏ 164 

窪 ｸﾎﾞ 74 上ノ段 ｳｴﾉﾀﾞﾝ 25 西野山 ﾆｼﾉﾔﾏ 97 段新田 ﾀﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝ 132 神戸 ｺｳﾄﾞ 698 

小田 ｵﾀﾞ 37 鍛治町 ｶｼﾞﾏﾁ 29 江川中 ｴｶﾜﾅｶ 82 百合 ﾕﾘ 92 国主 ｸﾆｼ 192 

竹房 ﾀｹﾌﾞｻ 73 北町 ｷﾀﾏﾁ 111 切畑 ｷﾘﾊﾀ 126 神田 ｺｳﾀﾞ 216 国主台 ｸﾆｼﾀﾞｲ 238 

高野 ﾀｶﾉ 73 蔵之町 ｸﾗﾉﾏﾁ 45 中尾 ﾅｶｵ 15 鷹巣尾 ﾀｶｽｵ 42 井ノ口上ノ段 ｲﾉｸﾁｳｴﾉﾀﾞﾝ 503 

五百谷 ｲﾖﾀﾞﾆ 29 栄町 ｻｶｴﾏﾁ 240 穴伏 ｱﾅﾌﾞｼ 61 最上 ﾓｶﾞﾐ 256 井ノ口下ノ段 ｲﾉｸﾁｼﾀﾉﾀﾞﾝ 185 

黒土 ｸﾛﾂﾁ 75 桜町 ｻｸﾗﾏﾁ 20 名手市場 ﾅﾃｲﾁﾊﾞ 152 小林 ｺﾊﾞﾔｼ 122 高尾 ﾀｶｵ 31 

広野 ﾋﾛﾉ 22 新町 ｼﾝﾏﾁ 19 名手市場 ﾅﾃｲﾁﾊﾞ 148 三和 ｻﾝﾜ 47 岸小野 ｷｼｵﾉ 117 

赤尾 ｱｶｵ 50 寺長 ｼﾞﾁｮｳ 44 名手市場 ﾅﾃｲﾁﾊﾞ 94 調月北部 ﾂｶﾂｷﾎｸﾌﾞ 120 北 ｷﾀ 210 

東大井 ﾋｶﾞｼｵｵｲ 98 天北 ﾃﾝｷﾀ 79 名手市場 ﾅﾃｲﾁﾊﾞ 73 調月中部 ﾂｶﾂｷﾁｭｳﾌﾞ 175 長原北 ﾅｶﾞﾊﾗｷﾀ 432 

久留壁 ｸﾙﾍﾞｷ 34 天中 ﾃﾝﾁｭｳ 106 名手市場 ﾅﾃｲﾁﾊﾞ 90 調月東部 ﾂｶﾂｷﾄｳﾌﾞ 172 長原南 ﾅｶﾞﾊﾗﾐﾅﾐ 252 

駅前 ｴｷﾏｴ 305 天南 ﾃﾝﾅﾝ 143 名手市場 ﾅﾃｲﾁﾊﾞ 100 調月南部 ﾂｶﾂｷﾅﾝﾌﾞ 94 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ 232 

西大井 ﾆｼｵｵｲ 318 中町 ﾅｶﾏﾁ 22 東部 ﾄｳﾌﾞ 176 銚子ノ口 ﾁｮｳｼﾉｸﾁ 15 長山団地 ﾅｶﾞﾔﾏﾀﾞﾝﾁ 841 

田中馬場 ﾀﾅｶﾊﾞﾊﾞ 33 根来町 ﾈｺﾞﾛﾏﾁ 70 西部 ｾｲﾌﾞ 143 大原 ｵｵﾊﾞﾗ 35 西山 ﾆｼﾔﾏ 144 

花野 ｹﾔ 144 這上り ﾊﾔｶﾞﾘ 26 南部 ﾅﾝﾌﾞ 105 善田 ｾﾞﾝﾀﾞ 85 岸宮 ｷｼﾐﾔ 617 

花野 ｹﾔ 79 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ 10 北部 ﾎｸﾌﾞ 135 黒川一 ｸﾛｶﾜｲﾁ 46 鳥居 ﾄﾘｲ 31 

尾崎 ｵｻﾞｷ 57 東町 ﾋｶﾞｼﾏﾁ 16 名手西野 ﾅﾃﾆｼﾉ 200 黒川二 ｸﾛｶﾜﾆ 22 北山 ｷﾀﾔﾏ 50 

畑野上 ﾊﾀﾉｳｴ 35 本町 ﾎﾝﾏﾁ 33 藤崎 ﾌｼﾞｻｷ 211 黒川三 ｸﾛｶﾜｻﾝ 25 丸栖西 ﾏﾙｽﾆｼ 513 

北畑野上 ｷﾀﾊﾀﾉｳｴ 119 松ヶ枝 ﾏﾂｶﾞｴ 27 後田 ｼﾚﾀﾞ 193 畑野 ﾊﾀﾉ 26 丸栖東 ﾏﾙｽﾋｶﾞｼ 228 

中井阪 ﾅｶｲｻｶ 99 西の窪 ﾆｼﾉｸﾎﾞ 51 王子 ｵｳｼﾞ 123 野田原上 ﾉﾀﾊﾗｶﾐ 49 丸栖北 ﾏﾙｽｷﾀ 204 

下井阪 ｼﾓｲｻｶ 108 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ粉河 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｺｶﾜ 24 赤沼田 ｱｶﾝﾀ 37 野田原下 ﾉﾀﾊﾗｼﾓ 54 塚本 ﾂｶﾓﾄ 179 

西井阪 ﾆｼｲｻｶ 322 中ノ才 ﾅｶﾉｻｲ 109 横谷 ﾖｺﾀﾞﾆ 74 脇谷 ﾜｷﾀﾞﾆ 18    

南中 ﾐﾅﾐﾅｶ 135 粉河松井 ｺｶﾜﾏﾂｲ 18 麻生津中 ｵｳﾂﾞﾅｶ 61 垣内 ｶｲﾄ 27    

北大井 ｷﾀｵｵｲ 139 南前田団地 ﾐﾅﾐﾏｴﾀﾞﾀﾞﾝﾁ 40 北涌 ｷﾀﾜｷ 184 中畑 ﾅｶﾊﾀ 26    

南勢田 ﾐﾅﾐｾｲﾀﾞ 111 秋葉台 ｱｷﾊﾞﾀﾞｲ 116 西脇 ﾆｼﾜｷ 97 峯 ﾐﾈ 13    

北勢田 ｷﾀｾｲﾀﾞ 93 猪垣 ｲﾉｶｹ 98 西脇北 ﾆｼﾜｷｷﾀ 62 安楽川団地 ｱﾗｶﾜﾀﾞﾝﾁ 65    

重行 ｼｹﾞｷ 53 東毛 ﾄｳｹﾞ 23   最上団地 ﾓｶﾞﾐﾀﾞﾝﾁ 52    

池田新 ｲｹﾀﾞｼﾝ 60 中津川 ﾅｶﾂｶﾞﾜ 80   桃山団地 ﾓﾓﾔﾏﾀﾞﾝﾁ 59    

 
行政区（自治組織）の名称で同

一のもの、あるいは区域の再編が

望ましいものについては、地域の

実情や地域住民の意向を尊重しな

がら関係町において合併時までに

調整に努めるものとする。 
 
 
行政区名が重複するもの 
① 中畑（ﾅｶﾊﾀ） 
打田町・桃山町 

② 花野（ｹﾔ） 
打田町 

③ 東国分（ﾋｶﾞｼｺｸﾌﾞ） 
打田町 

④ 名手市場（ﾅﾃｲﾁﾊﾞ） 
那賀町 

 
 
 
 行政区の数 
  打 田 町  ５４ 
  粉 河 町  ６７ 
  那 賀 町  ２８ 
  桃 山 町  ３０ 
  貴志川町  ２３ 
  計   ２０２ 



北中 ｷﾀﾅｶ 49 中山 ﾅｶﾔﾏ 56        

神領 ｼﾞﾝﾘｮｳ 36 藤井 ﾌｼﾞｲ 90        

東山田 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾀﾞ 13 藤井新町 ﾌｼﾞｲｼﾝﾏﾁ 86        

西山田 ﾆｼﾔﾏﾀﾞ 17 井田 ｲﾀﾞ 49        

神通 ｼﾞﾝﾂﾞｳ 6 井田公営住宅 ｲﾀ゙ｺｳｴｲｼｭ゙ｳﾀｸ 45        

中畑 ﾅｶﾊﾀ 14 上嶋町内会 ｶﾐｼﾏﾁｮｳﾅｲｶｲ 38        

登尾 ﾉﾎﾞﾘｵ 28 ﾆｭｰﾗｽﾀ上嶋 ﾆｭｰﾗｽﾀｶﾐｼﾏ 9        

枇杷谷 ﾋﾞﾜﾀﾞﾆ 17 東野 ﾋｶﾞｼﾉ 106        

豊田 ﾄﾖﾀﾞ 77 宮山台 ﾐﾔﾔﾏﾀﾞｲ 20        

東三谷 ﾋｶﾞｼﾐﾀﾆ 120 荒見 ｱﾗﾐ 377        

中三谷 ﾅｶﾐﾀﾆ 146 エバーグリーン ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ 137        

西三谷 ﾆｼﾐﾀﾆ 101 遠方 ｵﾁｶﾀ 83        

もみじヶ丘 ﾓﾐｼﾞｶﾞｵｶ 48 風市 ｶｻﾞｼ 51        

東八光 ﾋｶﾞｼﾊｯｺｳ 110 上勝神 ｳｴｶｽｶﾐ 11        

東国分 ﾋｶﾞｼｺｸﾌﾞ 106 下勝神 ｼﾀｶｽｶﾐ 19        

東国分 ﾋｶﾞｼｺｸﾌﾞ 248 杉原 ｽｲﾊﾞﾗ 181        

角ノ町 ｽﾐﾉﾏﾁ 45 馬宿 ｳﾏﾔﾄﾞ 143        

上川 ｶﾐｶﾜ 91 上丹生谷 ｶﾐﾆｭｳﾔ 104        

古和田 ﾌﾙﾜﾀﾞ 365 下丹生谷 ｼﾓﾆｭｳﾔ 86        

桜ヶ丘 ｻｸﾗｶﾞｵｶ 56 粉河ﾆｭｰﾀｳﾝ ｺｶﾜﾆｭｰﾀｳﾝ 50        

高畝 ﾀｶｾ 54 西川原 ﾆｼｶﾜﾊﾗ 105        

石畑毛 ｲｼﾊﾞﾀｹ 16 野上 ﾉｶﾞﾐ 102        

中嶋 ﾅｶｼﾞﾏ 21 東川原 ﾋｶﾞｼｶﾜﾊﾗ 80        

粟嶋 ｱﾜｼﾏ 14 北志野 ｷﾀｼﾉ 83        

   北長田 ｷﾀﾅｶﾞﾀ 77        

 

  田２ ｼ゙ｭｳｻﾝ 26         北長 ３ ｷﾀﾅｶ゙ﾀﾆ  

   紀伊長田団地 ｷｲﾅｶﾞﾀﾀﾞﾝﾁ 56        

   上田井 ｺｳﾀﾞｲ 165        

   嶋 ｼﾏ 73        

   長田中 ﾅｶﾞﾀﾅｶ 119        

   深 ﾌｹﾀﾞ 137        田 

   別所 ﾍﾞｯｼｮ 31        

  松井 ﾏﾂｲ 46         

   南志野 ﾐﾅﾐｼﾉ 148        

   上鞆渕 ｶﾐﾄﾓﾌﾞﾁ 89        

   下鞆渕 ｼﾓﾄﾓﾌﾞﾁ 102        

   中鞆渕 ﾅｶﾄﾓﾌﾞﾁ 112        

             

             

             

計 5,188 計 5,314 計 3,090 計 2,819 計 6,774 

 

認可地縁団体の状況 

有   １団体 

 

 

認可地縁団体の状況 

有   ３団体 

 

 

認可地縁団体の状況 

有   ３団体 

 

 

認可地縁団体の状況 

有   ６団体 

 

 

認可地縁団体の状況 

無      

 

認可地縁団体については、現行

のとおり新市に引き継ぐものとす

る。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
那  賀  ５  町  の  状  況     

区 分 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 調整の具体的内容 

行政区数 54   行政区数 67  行政区数 28 行政区数 30 行政区数 23  

  最大戸数 390戸   最大戸数 377戸   最大戸数 211戸   最大戸数 312戸   最大戸数 841戸 

  最小戸数 6戸   最小戸数 9戸   最小戸数 15戸   最小戸数 13戸   最小戸数 31戸 
行政区（自治組織）の状況 

  平均戸数 96戸   平均戸数 79戸   平均戸数 110戸   平均戸数 94戸   平均戸数 294戸 

名称 班 名称 班 名称 町内会 名称 垣内・班 名称 町内会 
 行政区内組織 

数 430 数 650 数 70 数 186 数 167 

代表者の名称 区長 総代 区長 区長 区長 

区長等の位置付け（身分） 自主的団体の長 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 

任期 
それぞれの行政区(自治組織)
において異なる。 

左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 

人選方法等 
それぞれの行政区(自治組織)
において選出される。 

左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 

行政区連絡会の名称 打田町区長会 粉河町総代連絡協議会 那賀町区長連絡協議会 桃山町区長会 貴志川町区長会 

会議の開催状況 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

行政区連絡会の役員体制 

区長会長2名 
 
 
 
（旧池田村地区及び旧田中村
地区から各1名の計2名を区長
の中から互選する。名称は共に
区長会長） 

会長1名 
副会長4名 
監事2名 
 
（川原・長田・粉河・竜門・鞆
渕地区の中から各1名の計5名
を選出し、互選により会長1名、
副会長 4名を選出する。監事2
名は会長が指名） 

区長協議会長1名 
同副会長1名 
幹事3名 
 
（上名手・名手・那賀・王子・
麻生津の各地区から各1名の計
5 名を区長の中から互選し、会
長1名､副会長1名､幹事3名を
選出する。選出方法は毎年持ち
回り） 

会長1名 
副会長2名 
会計1名 
 
（旧安楽川町、旧調月村及び旧
奥安楽川村(旧細野村を含む)
の各地区区長会長の中から互
選により会長 1 名､副会長 2 名
を選出する。会計は、会長が指
名） 

会長1名 

副会長3名（うち会長代理1名

会計1名） 

（中貴志・西貴志・東貴志・丸

栖の各地区から各1名の計4名

を互選し、会長1名副会長3名

を互選する。） 

行政が依頼している主な業務 

・ 広報誌その他周知文書の配

布に関すること 

・ 町の依頼する調査及び報告

に関すること 

・ その他町長が必要と認めた

もの 

左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 

行政配布物の配布方法 
・ 毎月第1及び第３金曜日 
・ 町職員が区長宅へ配布物を
届ける。 

・ 毎月はじめに配布 
・ 町職員が総代宅へ配布物を
届ける。 

・ 毎月 1 回 5 日に配布（休日
の場合は、その前日） 

・ 町職員が町内会長宅へ届け
る。 

・ 毎月1回月末 
・ 町職員が区長宅へ配布物を
届ける。 

・ 毎月第2木曜日と27日 

・ 町職員が区長宅等へ配布物

を届ける。 

行政区 
均等割   51,000円 
戸数割   1,353円 

均等割  32,000円 
戸数割   1,951円 

均等割  100,000円 
戸数割   ―― 円 

均等割   72,000円 
戸数割    2,500円 

均等割    150,000円 
戸数割        700円 

行政事務委託料等 
行政区
内組織 

――    ――   
均等割   ――  円 
戸数割    450円 

均等割   ―― 円 
戸数割   ―― 円 

均等割     10,000円 
戸数割        220円 

行政区への助成金・補助金 
均等割   3,600円 
戸数割     95円 

――   ――   ――   
均等割      ―― 円 
戸数割        800円 

 新市における区長等の名称、

依頼する業務の内容及び委託料

等については合併時までに調整

し、組織及び役員等については

新市において随時調整するもの

とする。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



【先進事例】 

都道府県 合併協議会名又は新市町村名（関係市町村） 構成市町村数 調   整   内   容 合併の期日（予定含む）

香川県 さぬき市 ５町 

１ 自治会の区域、名称については、現行のとおりとし、組織、役員等については、新市で要綱を定め統一を図る。 

２ 自治会連合会については、各町に相違があるが、新市で組織する。 

３ 行政配布物の配布方法は、現行のとおりとし、配布日は毎月１５日とする。 

平成14年 4月1日 

（新設合併） 

岐阜県 山県市 ３町 

（１） 自治会の組織及び区域は現行のとおりとし、名称については「自治会」とする。 

（２） 自治会連合組織については、新市に市自治会連合会を置き、１４の地区自治会連合会を置く（高富地域５、伊自良

地域２、美山地域７） 

（３） 自治会連合会事業については新市において調整する。 

平成15年 4月1日 

（新設合併） 

熊本県 あさぎり町 １町４村 
 行政区については、合併までに現町村において統合再編に努め、新町に移行する。 

 なお、新町においても住民にとって身近で、かつ不均衡等が生じないよう行政区の再編を検討する。 

平成15年 4月1日 

（新設合併） 

新潟県 阿賀野市 ２町２村 
 自治会の区域、名称については、原則現行のとおりとする。ただし、同一の名称を有する自治会については、当該名称

の前に旧町村名を付して、これを区分する。 

平成16年 4月1日 

（新設合併） 

愛媛県 
南宇和合併協議会 

（内海村・御荘町・城辺町・一本松町・西海町） 
４町１村 

１ 行政連絡機構（区長会）については現行のまま新町に引き継ぐ。 

２ 報酬等については、合併後調整する。 

３ 行政区に対する運営費補助については、新町において検討する。 

平成16年 10月 1日 

（新設合併） 

滋賀県 
甲賀地域合併協議会 

（水口町・土山町・甲賀町・甲南町・信楽町） 
５町 

行政区については、現行のとおり新市に引き継ぎ、組織、報酬等については、合併時に調整する。 平成16年 10月 1日 

（新設合併） 

滋賀県 
高島地域合併協議会 

（マキノ町・今津町・安曇川町・高島町・新旭町） 
５町 

１． 行政区（自治組織）については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、その名称が同一であるものにつ

いては、住民の意向を尊重して合併時に調整する。 

２． 行政区（自治組織）に対する行政事務委託料等については、平成１6 年度は現行のとおりとし、平成１７年度から安

曇川町の例により統一する。 

３． 行政区（自治組織）の事業に対する補助金等については、平成１６年度は現行のとおりとし、平成１７年度から補助

対象事業、補助率等の統一を図る。 

平成16年 10月 1日 

（新設合併） 

宮城県 

大崎地方合併協議会 

（古川市・松山町・三本本町・鹿島台町・岩出山

町・鳴子町・田尻町） 

１市６町 

行政区の取扱いについては、次のとおりとする。 

１ 行政区の区域及び名称については、原則として現行のとおり新市に引き継ぐものとし、再編については新市において

検討する。 

２ 行政区の名称で重複するものについては、原則として行政区の名称の前に市町名（市・町を省く）を付けるものとす

る。 

３ 行政区の名称で原則によりがたい場合は、地域の実情や地域住民の意向を尊重しながら、それぞれの市町において合

併時までに調整する。 

平成17年 4月1日 

（新設合併） 

和歌山県 
南部町・南部川村合併協議会 

 
1町１村 

公共的団体については、新町の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合整備について次のとおり

調整に努める。 

（１） ２町村に共通している団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整につとめる。 

（２） 統合に時間を要する団体については、将来統合に向けて検討が進められるよう調整につとめる 

（３） 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。 

新町における行政組織での区長の位置付けは､「自治振興委員」（仮称）とし、規則で定める。 

新町において区長に依頼する業務については、合併時までに調整する。 

新町における区長報酬、文書配布手数料、区への助成・補助等は合併までに調整する。 

平成16年 10月 1日 

（新設合併） 

和歌山県 吉備町・金屋町・清水町合併協議会 ３町 
１．自治会組織については、新町に区長会連合会を置く。 

２．事務連絡等委託料、補助金・助成金等については、合併時までに調整する。 

特例法期限までの日 

（新設合併） 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



第６回協議会の開催について  
 
 
 
 第６回協議会の開催（案）  
 
 
 
  ・日 時   平成１６年８月２６日（木）午後１時３０分から  
 
 
  ・場 所   粉河ふるさとセンター １階 小ホール  
 


